
ふじみ野市自治基本条例策定の流れ
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・市民準備会 　・市民検討組織全体会議　H22/10～12　5回開催
H22/1～6(6名) 　・仮運営委員会　H22/12～H23/1　6回開催

・職員研究会 　・仮運営委員会事務局会議　H22/12～H23/1　6回開催
H22/1～6(8名) 　

・全体会議　H23/1～H25/5　31回開催
・運営委員会　H23/1～H25/5　36回開催
・役員会議　H23/7～H24/11　15回開催
・役員・正副部会長連絡会　H24/12～H25/4　5回開催
・企画広報部会　H23/1～H25/3　36回開催
・意見収集部会　H23/1～H25/3　33回開催
・原案起草部会　H23/1～H25/4　77回開催

　　→ふじみ野市長と協議会代表が調印　H23/5/9

・勉強会開催(7回)
・素案(案)修正検討会議　H24/8～9　4回開催
・素案(案)説明文検討会議　H24/7～9　7回開催

・意見収集実施部会　H23/8～
・アンケート検討会議　H23/10 ・素案修正作業　　→ ・原案決定

・条例骨子・素案検討会議(三班体制)　H24/2～3(11回) ・逐条説明検討会議　H25/3～5(5回）

・市民フォーラム(「自治基本条例って？」　H23/9開催)
・市民フォーラムPART2(「住民投票を一緒に考えよう」　H24/1開催)

・自治基本条例を考える会　H23/11　市民対象に１２回開催
・御意見を伺う会　H23/12～H24/2　23団体対象

・素案の市内全戸配布(市報折り込み)と意見収集　H24/11～12
・素案説明会　H24/11　8会場で開催
・素案に対する無作為抽出アンケート　H24/１１～12

・アンケート意見集約　H25/1

・ふじみ野市報への自治基本条例策定活動の紹介　H22/3～H25/6　15回
・自治基本条例だよりの発行　4回

・おおい祭りで広報活動　H24/7
・上福岡七夕まつりで広報活動　H24/8

・ふじみ野市自治基本条例(仮称）調査・検討職員PT　H23/5～H24/7　11回開催
・協議会との調整会議　H24/4～H24/7　　３回
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　　「自治基本条例策定に
                向けての提言書」
　　 を、市長に提出(H22/6/25)

●ふじみ野市自治基本条例策定市民協議会
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正式にスタート　H23/1/16(34名)

・「自治基本条例原案策定に
                            関する相互協力協定」の締結
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(市総合振興計画、市財政状況、住民投票
 　　　　　　 小平市自治基本条例策定状況ほか)

・「素案への意見とそれに対する協議会の考え方」作成
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